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議案番号 議　　　        　　案                 名 項

報告第１号
臨時代理につき承認を求めることについて（令和７年生駒市
議会第１回（１月）臨時会提出議案の意見について)

1

議案第１号
生駒市立幼稚園預かり保育実施規則の一部を改正する規則
の制定について

3

議案第2号 生駒市立小学校及び中学校教職員の管理職人事について 5

令和６年
議案第３０号

生駒南小学校・生駒南中学校整備事業に関する基本計画の
策定について
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報告第１号 

 

臨時代理につき承認を求めることについて 

（令和７年生駒市議会第１回（１月）定例会提出議案の意見について） 

 

令和７年生駒市議会第１回（１月）定例会提出議案の意見について、教育委員

会を招集するいとまがなかったため、生駒市教育委員会教育長に対する事務委

任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会規則第６号）第５条第２

項の規定により、令和７年１月２０日に臨時に代理したので、これを報告し、

承認を求める。 

 

  令和７年１月２７日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 

 

【提出議案】 

 ・令和６年度生駒市一般会計補正予算（第１回） 
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議案第１号 

 

生駒市立幼稚園預かり保育実施規則の一部を改正する規則の制定につい

て 

 

 上記議案を提出する。 

 

  令和７年１月２７日 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 

 

   生駒市立幼稚園預かり保育実施規則の一部を改正する規則 

生駒市立幼稚園預かり保育実施規則（令和元年９月生駒市教育委員会規則第３

号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「の終了後等」を「以外の時間」に改める。 

第４条第２号中「教育時間」を「午前８時１５分から午前８時３０分まで及び

教育時間」に、「午前８時３０分」を「午前８時１５分」に改める。 

第６条第２項中「あった後､｣の次に「小学校就学前子どものうち」を加え、「掲

げる小学校就学前子ども」を「該当するもの」に改める。 

別表の１の表中 

「                                    

                                  」 

「 

                                   に 

                                  」  

改め、同表備考第２項第３号中「別表備考第８項各号」を「別表備考第７項各号」

午前１１時３０分から午後３時まで（教育時間の終

了時間が午前１１時３０分である場合） 

日額５２０円 

午前８時１５分から午前８時３０分まで 日額７０円 

午前１１時３０分から午後３時まで（教育時間の終

了時間が午前１１時３０分である場合） 

日額５２０円 

を 
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に改め、別表の２の表中 

「                                  

                                  」 

「 

                                   に 

                                  」 

改め、同表備考第３項第３号中「別表備考第８項各号」を「別表備考第７項各号」

に改める。 

 

 

別記様式中            を「届出者   氏  名」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の生駒市立幼稚園預かり保育実施規則（以下

「旧規則」という｡)の規定により提出されている様式は、改正後の生駒市立幼

稚園預かり保育実施規則の規定により提出された様式とみなす。 

３ この規則の施行の際現に存する旧規則の規定による様式は、所要の修正を加

え、なお使用することができる。 

 

午前８時３０分から正午まで 月額５，５００円 日額５２０円 

 

「届出者   住  所 

       氏  名   

       電話番

を 

午前８時１５分から午前８時３

０分まで 

月額７００円 日額７０円 

午前８時３０分から正午まで 月額５，５００円 日額５２０円 
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議案第２号 

 

生駒市立小学校及び中学校教職員の管理職人事について 

 

生駒市立小学校及び中学校教職員の管理職人事について、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第３８条第１項の規定によ

り、教育委員会の議決を求める。 

 

  令和７年１月２７日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 
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議案第３０号 

 

生駒南小学校・生駒南中学校整備事業に関する基本計画の策定について 

 

生駒南小学校・生駒南中学校整備事業基本構想の策定について、生駒市教育委

員会教育長に対する事務委任等に関する規則（昭和６０年４月生駒市教育委員会

規則第６号）第２条第１号の規定により、別冊のとおり提出する。 

 

  令和７年１月２７日提出 

                       生駒市教育委員会 

                       教育長 原 井 葉 子 
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